
 

 

みやま市グリーンツーリズム推進事業補助金交付要綱 

令和２年８月１４日 

告示第１６９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市のグリーンツーリズムの推進を図るため、グリーン

ツーリズム事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、みやま市補助金等交付規則（平成１９年みやま市規則第４８号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）グリーンツーリズム事業 本市の農業生産活動や美しい景観、伝統文化

等多様な資源を活かし、都市住民等に対して、農泊や農業体験、文化・生活

の体験等を提供するために実施する、農泊施設整備事業及び地域資源活用体

験事業をいう。 

（２）農泊 市内において地域資源を活用した体験活動及び宿泊を提供するこ

とにより、地域との交流を図る滞在型観光の取組をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、グ

リーンツーリズム事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

（１） 市内に住所を有する者 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員等」という。）ではない者、又は暴力団員等と密接な

関係を有しない者 

（３） 市税を滞納していない者 



 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及

び補助率は、別表に定めるとおりとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、グ

リーンツーリズム推進事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 誓約書 

（４） 税の滞納のない証明書 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の交付が適当と認めるとき又は不適当と認めるときは、グリ

ーンツーリズム推進事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）に

より、当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際し、必要と認める条件を付すことができる。 

（事業計画の変更等及び変更決定） 

第７条 前条の規定により交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、交付決定の通知を受けた事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃

止しようとするときは、速やかにグリーンツーリズム推進事業（変更・中止・

廃止）承認申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定により補助事業の変更、中止又は廃止の申請を受けた

ときは、当該申請の内容を審査し、グリーンツーリズム推進事業（変更・中

止・廃止）承認（不承認）決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に



 

 

通知するものとする。 

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行

が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、事業完了（中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）

したときは、その日から起算して３０日を経過する日又は補助金の交付決定

日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、グリーンツーリズム推進事

業補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（１） 収支決算書 

（２） 事業に係る経費の支払を証明する書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、

必要に応じて現地の調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、グリーン

ツーリズム推進事業補助金確定通知書（様式第６号）により、当該報告をし

た補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合はグリーンツー

リズム推進事業補助金交付請求書（様式第７号）により市長に請求しなけれ

ばならない。 

（補助金の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業

者に対して、補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、グリ

ーンツーリズム推進事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、



 

 

補助金の交付決定を取り消すことができる。 

（１） 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） その他この告示の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の取消しにより、補助事業者に損害が生じても、その賠償の

責めを負わない。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、グリーンツーリズム推進事業補助

金返還命令書（様式第９号）により、当該補助金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。 

（事業の経過報告） 

第１３条 補助事業者のうち農泊に供する施設の新設、改築又は改修に係る工

事を実施した者（以下「農泊施設整備事業者」という。）は、補助年度の翌

年度から起算して５年間は、毎年度の事業の経過について、市長に報告しな

ければならない。 

（帳簿類の管理） 

第１４条 農泊施設整備事業者は、この告示による補助金に係る収入及び支出

を明らかにした帳簿及び関係書類を、当該補助金の交付年度の翌年度から起

算して５年間保存しなければならない。 

（財産の管理） 

第１５条 農泊施設整備事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加し

た財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的

に従ってその効果的な運用を図らなければならない。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 



 

 

附 則 

この告示は、令和２年８月１４日から施行する。 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

事業の種別 補助対象経費 補助率 備考 

農泊施設整備事

業 

農泊に供する施設の新築、

改築又は改修に係る工事費

その他市長が必要と認める

経費 

補助対象経費の

３分の２以内（千

円未満の端数が

あるときは、当該

端数を切り捨て

た額）とし、２０

０万円を限度と

する。 

補助金の交付は、

当該事業におい

て１回限りとす

る。 

地域資源活用体

験事業 

本市の地域資源を活用した

農業体験、文化・生活体験

等を実施するための消耗品

費・印刷製本費・役務費・

備品購入費・設備費（農業

用機械購入費を除く）その

他市長が必要と認める経費 

補助対象経費の

２分の１以内（千

円未満の端数が

あるときは、当該

端数を切り捨て

た額）とし、１０

万円を限度とす

る。 

 



 

 

 


